






要約:厚生省は平成元年度から家庭支援相談等事業の一環として、家庭から子育てを中心

に幅広く相談に応ずるため、各県の中央児童相談所をキーステーションに家庭支援相談事

業(子ども家庭 110 番)の実施を企画している。秋田県中央児童相談所は、当事業の実施に

あたり、現在の児童相談所の機能だけでは対応し得ない領域の相談も予想されること、現

在市町村で実施している乳幼児健診システムの一環としても機能し得るよう、既存の相談

機関と有機的に連携し、相談者のタライマワシや屋上屋を重ねることのないよう効率的運

営を図ることを目的に、電話相談サービスシステム研究会を設置し、望ましい提携のあり

方について検討した。


